
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
雀
第
二
號
 
平
成
元
年
三
月
 

二
五
六

明
治
初
期

の
日
蓮
宗

に
お
け
る
教
会
結
社

に

つ
い
て

浜

島

典

彦

一

仏
教
教

団
の
盛
衰
に
は
、
講
中
あ
る
い
は
教
会
結
社
が
深
く
関

っ
て

き
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
壬
教
会
結
社
に
視
点
を
据
え

る
こ
と
が
、
近
代
の
仏
教
界
さ
ら
に

一
教
団
の
動
向
を
探
る
手
掛
り
と

な
る
。
特

に
宗
教
行
政
に
左
右
さ
れ
た
明
治
初
期
の
仏
教

界

に

お

い

て
、
教
会
結
社
の
認
知

へ
の
過
程
、
そ
れ
以
降
の
結
成
運
動
に
は
各
宗

派
の
布
教
変
遷
史
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

大
教
宣
布
宣
教
使
神
官

へ
の
依
頼
失
敗
後
、
仏
教
界
を
取
込
ん
だ
教

導
職
制
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
を
擾
仏
殿
釈
後

の
復
権
の

機
と
み
た
仏
教
界
は
積
極
的
に
採
用
に
応
じ
、
教
導
職
養
成
の
た
め
神

仏
合
併
大
教
院
開
設
を
願
い
出
て
い
る
。
大
教
院

は
許
可
さ
れ
、
そ
の

建
築

・
運
営
維
持
の
財
政
支
援
を
要
請
す
る
目
的
で
教
会

結

社

を
認

め
、
併
せ
て
宗
教
行
政

へ
取
込
む
教
会
大
意
が
発
表
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

か
か
る
状
況
に
仏
教
各
宗
は
圧
政
下
で
の
教
線
拡
張
の

一
策
と
判
断

し
、
教
団
と
し
て
旧
来
組
織
の
再
編
成
あ
る
い
は
新
組
織

の
結
成

へ
と

取
組
む
の
で
あ
る
。

二

日
蓮
宗
に
お
い
て
は
教
団
と
し
て
の
教
会
結

社
の
組
織
改
革
が
大
教

院
詰
新
居
日
薩
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
。
彼

は
管
長
就
任
前
か
ら
寺

請
制
度
に
代
わ
る
新
組
織
結
成

へ
と
政
府

の
意
向
に
積
極
的
に
応
じ
、

教
会
大
意
発
表
の
八
日
後
、
府
内
の
教
会
結
社

の
代
表
者
を
浅
草
本
法

寺
に
招
き
前
代
の
旧
習
の
是
正
、
本
来
在
る
べ
き
精
神
等
を
説
い
て
い

る
。明

治
七
年
三
月
十
二
日
壬
教
部
省
達
書
乙
第

三
号
に
よ

っ
て
宗
内

一

派
管
長
制
が
認
め
ら
れ
、
四
月

一
日
付
で
日
薩

は
初
代
管
長
に
就
任
す

る
。
早
々
に
見
込
書
を
作
成
し
、
他
宗
に
先
が
け
て
教
会
結
社

の
再
編

成
に
着
手
し
て
い
る
。
五
月
二
十
三
日
に
宗
内
既
存

の
講
名
を
擾
し
、

妙
法
講
の
名
を
冠
し
た
統

一
組
織
の
結
成
が
行

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

妙
法
講
社
規
則
は
約
束
十
条
、
誓
約
五
条
か
ら
成
り
、
約
束
第
五
条
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・
誓
約
第

一
条
に
朝
旨

の
遵
守
壬
誓
約
第
三
条
に
異
端
邪
説
禁
止
を
謳

っ
て
教
会
大
意
に
呼
応
し
、
約
束
第
七
条
に
折
伏
に
よ
る
争
論
を
戒
め

摂
受
を
勧
奨
し
て
い
る
。
「
争
端
を
開
ク
事
ナ
カ
レ
」

の
一
項

は
壬
大

教
院
開
院
式
騒
動
を
端
緒
と
す
る
打
鼓
群
行
禁
止
令

へ
の
配
慮
と
思
わ

れ
る
。

妙
法
講
結
成
運
動
は
、
明
治
九
年
頃
迄
に
東
京
近
郊
、
そ
れ
以
降
は

全
国
的
規
模
で
拡
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
二
十
二
年
迄
に
日
蓮
宗
大
教

院
に
届
け
出
の
あ

っ
た
教
会
結
社
は
、
三
十
七
道
府
県
四
七
二
組
織
に

及
び
、
そ
の
内
妙
法
講
は

一
府
十
八
県

一
八
五
を
数
え
る
。
ま
た
、
永

楽
堂
版
元
の
九
年
教
会
結
社
表
に
依
れ
ぽ
、
東
京
近
在

一
八
八
組
織
の

内

一
五
四
が
妙
法
講
で
あ
る
。

次
に
述
べ
る
事
柄
か
ら
東
京
府
内

の
妙
法
講
と
教
団
の
関
係
が
良
好

で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
日
蓮
宗
を
特
定
し
た
打
鼓
群
行
禁
止
令
が

三
度
出
さ
れ
て
い
る
。
六
年
六
月
に
口
頭
で
教
導
職
取
締
管
長
顕
日
琳

に
、
七
年
四
月
十
日
教
部
省
達
書
乙
第
五
号
、
番
外
達
、
九
年
四
月
五

日
東
京
府
権
知
事
楠
本
正
隆
よ
り
。
特
に
九
年
の
東
京
府
か
ら
の
達
し

に
対
し
、
三
日
後
講
社
取
締
及
び
各
結
社
宛
に
詳
細
に
わ
た
る
振
舞

の

具
体
策

を
明
文
化
し
て
い
る
。
即
刻
の
詳
細
に
わ
た
る
こ
の
対
応
は
壬

教
団
↓
取
締
↓
各
結
社
の
良
好
関
係
を
示
し
壬
教
団
は
妙
法
講
組
織
を

掌
握
し
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
既
存
組
織

の
内
容
慣
習
を
も
変
革
す
る
こ
と
に
は
困
難
が

あ

っ
た
。
日
薩
が

「
奈
何
せ
ん
旧
慣
の
沿
習
容
易
に
洗

い
難
し
」
と
指

摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
状
況
打
開
の
た
め
既
存
組
織
に
依
存
し

な
い
新
し
い
信
徒
組
織
の
結
成
が
企
て
ら
れ

て
い
く
。

宗
祖
六
百
遠
忌
の
正
当
年
、
十
四
年
六
月
、
妙
法
講
清
浄
結
社
が
、

十
七
年
三
月
に
扶
教
結
社
が
明
確
な
目
的
を
有
し
た
組
織
と
し
て
設
立

さ
れ
て
い
る
。

発
足
に
当
り
出
さ
れ
た

「
清
浄
結
社
趣
意
書
」
に
は
、
僧
侶
に
よ
る

法
施
、
外
護

の
檀
越
に
よ
る
財
施

の
相
互
扶
助
を
訴
え
、
宗
内

へ
移
行

し
た
教
院
制
度

の
財
政
負
担
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
れ
は
四
章
三
十
条

か
ら
成
る
清
浄
結
社
規
則
に
も
詳
細
に
謳
わ
れ
、
併
せ
て
説
教
聴
衆

の

心
得
等
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
則
に
は
朝
旨
に
つ
い
て
は
全
く

触
れ
ず
、
教
会
大
意
に
も
照
準
し
な
い
内
容

と
な
っ
て
い
る
。
時
に
十

二
年
の
内
務
省
届
け
出
に
見
ら
れ
る
地
方
教
院
制
度
確
立

へ
草
創
期
に

当
た
り
、
教
団
が
教
院
と
教
会
結
社
を
基
盤

と
し
て
新
時
代
に
相
応
し

い
組
織

へ
の
脱
皮
を
計
ろ
う
と
し
た
意
図
が
看
取
で
き
る
。

第
二
条
に
盛
ら
れ
た
順
序
を
記
し
た
結
社
が
全
国
に
設
立
さ
れ
て
い

る
。
十
四
年
に
東
京
第

一
清
浄
結
社
、
以
下
設
立
年
は
不
明
で
あ
る
が

名
古
屋
第
三

・
長
崎
第
四

・
熊
本
第
六

・
長
野
第
七

・
宮
城
第
八
が
確

認
で
き
壬
長
野

の
結
社
に
は
七
箇
所

の
支
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
番

号
は
不
明
で
あ
る
が
、
大
阪

・
千
葉

・
新
潟

・
福
岡
に
結
社
の
存
在
が

認
め
ら
れ
、
二
十
年
頃
迄
に
全
国
に
十
箇
所

の
清
浄
結
社
の
設
立
を
見

た
よ
う
で
あ
る
。

十
七
年
三
月
に
は
扶
教
結
社

の
設
立
が
見

ら
れ
る
。
「扶
教
結

社

緒

明
治
初
期
の
日
蓮
宗
に
お
け
る
教
会
結
社
に
つ
い
て

(浜
 
島
)
 

二
五
七
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明
治
初
期
の
日
蓮
宗
に
お
け
る
教
会
結
社
に
つ
い
て

(浜
 
島
)
 

二
五
八

言
」
に
依
れ
ば
、
信
徒

の
宗
学
研
鐙
、
僧
侶

の
教
導
力
の
欠
如

へ
の
注

意
を
喚
起
し
壬
対
策
と
し
て
布
教
体
制
の
定
立
、
安
心
立
命
を
提
供
す

る
た
め
応
分

の
清
浄
施
を
行
な
う
組
織
の
結
成
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

ま
た
、
十
六
条
か
ら
成
る
結
社
方
則
に
は
宗
内
の
寺
院
を

一
単
位
と
し

て
基
金
を
つ
く
り
、
利
息
に
よ

っ
て
宗
費

・
布
教

・
興
学
等

に
充
て
る

財
政
支
援
の
方
策
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

翌
十
八
年
に
は
拡
張
運
動

の
た
め
全
国
を
十

一
管
区
に
分
け
、
結
成

を
勧
奨
す
る
各
管
区
特
派
布
教
の
責
任
者
を
選
定
し
て

い
る
。
『
日
宗

新
報
』

に
は
扶
教
結
社
に
よ
る
寄
付
が
毎
号
載
せ
ら
れ
壬
個
人
名
あ
る

い
は
寺
院
名
、
金
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
等

の
数
及

び

寄

付

額

は
、
教
会
結
社
数
に
比
例
し
て
い
る
。
日
蓮
宗
寺
院

の
少
な
い
長
野

・

四
国
か
ら
の
寄
付
比
率
が
高
く
、
教
会
結
社
運
動
の
盛
ん
な
地
域
か
ら

の
行
為
が
多
い
と
い
う
結
果
に
な

っ
て
い
る
。

三

こ
れ
ま
で
教
団
に
よ
る
再
編
成

の
三
組
織
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ

れ
等

の
特
徴
は
次

の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

<妙
法
講
社
>

既
存
組
織
の
再
編
成
。
教
会
大
意
に
呼
応
し
て
の
組
織
。
設
立
運
動

は
九
年
頃
迄

に
東
京
近
郊
に
及
び
、
次
第
に
全
国
に
波
及
。

<妙
法
講
清
浄
結
社
>

既
存
組
織
に
依
存
し
な
い
教
団
に
ょ
る
新
組
織
。
二
十
年
頃
迄
に
十

番
目
の
設
立
を
見
壬
長
野
に
お
い
て
は
七
箇
所
の
支
所
有
。
第

一
清

浄
結
社
は
私
立
学
校
有
得
舘
を
創
設
。

<
扶
教
結
社
>

一
寺
院
を
単
位
と
し
た
檀
信
徒
の
再
編
成
。
教
団

の
財
政
的
支
援
を

要
請
。

こ
れ
等
三
組
織

の
目
的
は
、
総
じ
て
寺
請
制
度
に
代
わ
る
檀
信
徒
の

再
編
成
、
教
団

へ
の
経
済
的
支
援
、
布
教
場

の
確
定
、
宗
学
講
究
に
あ

る
と
言
え
よ
う
。
二
葉
憲
香
氏
は
扶
教
結
社
を

「
本
末
制
度

の
旧
体
制

を
利
用
し
募
金
を
本
領
と
し
て
教
団
機
構
の
温
存
」
と
評

し

て

い
る

が
、
そ
れ
は
他

の
二
組
織
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と

で
あ

る
。
し
か

し
、
教
団
は
宗
教
統
制
の
下
、
迎
合
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
範
囲
で
延
命

策
を
計
り
壬
教
線
を
拡
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
も
事
実
で
あ

る
。
自
由
に
布
教
で
き
ぬ
ジ
レ
ソ
マ
を
教
会
結
社
の
再
編
成
に
託
し
た

の
で
あ
る
。
教
会
大
意
の
枠
組
み
を
強
要
さ
れ
た
妙
法
講
か
ら
清
浄
結

社

・
扶
教
結
社

へ
の
規
則
変
遷
に
さ
さ
や
か
な

レ
ジ
ス
タ
ソ
ス
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

向
後
さ
ら
に
教
団
の
意
志

に
左
右
さ
れ
な
か

っ
た
私
的
な
教
会
結
社

の
動
向
、
特
に
在
家
主
義

・
日
蓮
主
義
あ
る
い
は
種

々
の
事
業
を
展
開

し
た
組
織
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>
 
明
治
初
期
、
教
会
壬
妙
法
講

(立
正
大
学
講
師
)
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